
　

払
報
告
書
の
提
出
が
あ
る
方

※

提
出
の
有
無
は
勤
務
先
へ
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

③
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の

　

み
の
方

※

②
・
③
に
該
当
す
る
方
で
、
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
次
に
該
当
す
る
方
は
確
定
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

①
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０

　

０
万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外

　

に
、
20
万
円
以
下
の
所
得
金

　

額
が
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得

　

や
退
職
所
得
以
外
に
、
20
万

円
以
下
の
所
得
金
額
が
あ
る
方

◆
市
・
県
民
税
は
、
ひ
と
り
親

控
除
・
寡
婦
控
除
の
判
定
や
非

課
税
限
度
額
の
算
定
等
の
た
め
、

年
少
扶
養
親
族
（
16
歳
未
満
）

を
含
め
た
全
て
の
扶
養
親
族
の

数
が
必
要
で
す
。
年
少
扶
養
親

族
控
除
の
申
告
漏
れ
が
あ
る
と
、

税
額
が
増
え
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

そ
の
他
、
詳
し
く
は
広
報
香

美
１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
収
納
課
市
民
税
班

☎
52
・
９
２
９
２

「香美市提案型市民主役事業補助金」の募集

１５ Kami
２０２５年３月号

ほ

▲  マイナポータル

確
定
申
告
等
は
お
済
み
で
す
か
？

た
だ
今
、
令
和
７
年
度
の
税

の
申
告
相
談(

令
和
６
年
１
月
１

日
～
12
月
31
日
ま
で
の
所
得)

を

実
施
し
て
い
ま
す
。
申
告
が
必
要

な
方
は
、
申
告
期
限
の
３
月
17
日

(

月)

ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※

開
設
期
間
の
終
了
間
際
（
３
月
13

日
～
17
日
）
は
特
に
混
雑
が
予
想
さ

れ
、
受
付
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
開
設
期
間
と
申
告
会
場
】

～
３
月
17
日
（
月
）
９
時
～
11

時
30
分
、
13
時
～
16
時
30
分

◆
市
役
所
本
庁
舎
市
民
ホ
ー
ル

平
日
に
受
付
。

◆
香
北
支
所

※

３
月
14
日(

金)

ま
で

月
・
火
・
水
・
金
曜
の
み
受
付
。

◆
物
部
支
所

※

３
月
13
日(

木)

ま
で

火
曜
と
木
曜
の
み
受
付
。

【
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
】

　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、

香
美
市
に
住
所
ま
た
は
居
所
を

有
す
る
方
は
、
香
美
市
へ
住
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
は
除
き
ま
す
。

①
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申

　

告
書
（
令
和
６
年
分
）
を
提

　

出
さ
れ
る
方

②
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤

　

務
先
か
ら
香
美
市
へ
給
与
支

環
境
に
や
さ
し
い
農
業
を
！

～
代
か
き
等
の
注
意
点
～

　

水
稲
の
順
調
な
生
育
を
促
し
、

貴
重
な
土
壌
・
水
資
源
・
河
川

環
境
を
守
る
た
め
、
農
業
濁
水

軽
減
の
観
点
か
ら
、
次
の
こ
と

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
圃
場
か
ら
水
漏
れ
箇
所
が
な

　

い
か
作
業
前
に
畦
と
排
水
口

　

を
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

◆
止
水
板
等
を
設
置
し
て
作
業

　

時
に
水
が
流
れ
出
さ
な
い
よ

　

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
代
か
き
は
出
来
る
だ
け
浅
水

　

で
お
こ
な
い
ま
し
ょ
う
。

◆
水
管
理
に
注
意
し
て
、
田
植

　

え
前
の
強
制
落
水
を
少
な
く

　

し
ま
し
ょ
う
。

【
代
か
き
を
浅
水
で
や
る
こ
と

で
期
待
さ
れ
る
効
果
】

◆
田
面
が
均
等
に
な
り
、
生
育

　

ム
ラ
の
減
少
や
除
草
剤
の
効

　

果
発
揮
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ

　

の
被
害
軽
減
に
つ
な
が
り
ま

　

す
。

◆
不
要
な
落
水
や
オ
ー
バ
ー
フ

　

ロ
ー
が
防
げ
、
貴
重
な
土
壌

　

の
流
出
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
課

☎
53
・
１
０
６
２

転
出
届
の
提
出
が

オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
ま
す

　

転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
届

出
が
可
能
で
す
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
れ

ば
、
香
美
市
役
所
へ
の
来
庁
が

不
要
と
な
り
ま
す
。
電
子
証
明

書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、
香
美

市
か
ら
日
本
国
内
へ
引
越
し
を

す
る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。
ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し

の
他
、
ご
自
身
と
同
一
世
帯
員

の
方
の
引
越
し
で
も
利
用
可
能

で
す
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出

の
届
出
を
し
た
後
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
持
参
の
う
え
、
転
入
先

市
区
町
村
の
窓
口
で
転
入
届
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
保
険
課

☎
53
・
３
１
２
６

　この補助金は、「市民が考え、市民が主体となって、市民のために提供する」事業を応援す

ることを目的としています。市長が定めるテーマに、市民の皆さんの自由な発想と視点を生か

すことで、「香美市のまちづくり」に役立つような、さまざまな事業に対して補助を行いま

す。詳しい条件や申請方法などについては、香美市ホームページをご確認いただくか、定住推

進課まちづくり班までお問い合わせください。

※ 令和７年度予算の成立を前提にご案内しています。予算が成立しない場合、本事業は執行されませんので、 

　　あらかじめご了承ください。

【テーマと補助率・補助限度額】

　　○テーマ１「あんぱん」  ※N H K の連続テレビ小説「あんぱん」を契機に盛り上がる事業

　　○テーマ２「探究のまち」

　　○テーマ３「防災」　　　　　　　　　　　　　

　 ⇒チャレンジコース 　補助率１００%／補助限度額２０万円 ※ 総事業費１０万円以上の事業が対象

　　 にぎわいコース 　　補助率８０%／補助限度額１００万円 ※ 総事業費５０万円以上の事業が対象

【補助対象者の条件】

⑴ ５名以上で構成されていること。

⑵ 構成員の半数以上の住所または勤務先、

　 通学先が香美市内であること。

⑶ 事務所などの活動拠点が香美市内にあること。

⑷ 代表者が明らかで、規約や会則などがあり、

　 予算決算などの会計処理が行われていること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【補助対象事業】

⑴ 市内で実施される事業。

⑵ 事業の実施計画や収支計画が明確な事業。

⑶ 令和７年度末までに完了する事業。

【募集期間】

　３月３日 (月) ～４月３０日 (水)

【問い合わせ先】

　定住推進課まちづくり班　☎ ５３－１０６１

◀
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

企業版ふるさと納税を頂きました。企業版ふるさと納税を頂きました。

    ご指定の事業に有効活用させていただきます    ご指定の事業に有効活用させていただきます

企業版ふるさと納税を頂きました。企業版ふるさと納税を頂きました。

    ご指定の事業に有効活用させていただきます    ご指定の事業に有効活用させていただきます

企業版ふるさと納税を頂きました。

    ご指定の事業に有効活用させていただきます

【問い合わせ先】　

　定住推進課 

　☎５３－１０６１

企　業　名　

有限会社グランドワークス
https://www.gworks.co.jp/ 高知市横浜新町5丁目31番地2 自主防災組織活動支援事業

国際バカロレア教育推進事業

国際バカロレア教育推進事業

国際バカロレア教育推進事業

国際バカロレア教育推進事業

福岡市中央区渡辺通5-14-12
南天神ビル3階

福岡市博多区冷泉町5番35号 
福岡祇園第一生命ビル5階

東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号
EX恵比寿西ビル5階

東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー16F

株式会社cielo azul
https://www.cieloazul.co.jp/

ICTコンストラクション株式会社
https://www.gyoseiq.co.jp/ict/

株式会社グローバルキャピタル
https://global-capital.co.jp/

タレントスクエア株式会社
https://talentsquare.co.jp/

住　所　 寄　附　使　途　

１４Kami
２０２５年３月号

森
林
へ
の
火
入
れ

　

森
林
、
ま
た
は
森
林
の
周
囲

１
㌔
の
範
囲
で
火
入
れ
を
す
る

場
合
に
は
、
市
の
許
可
が
必
要

で
す
。
許
可
さ
れ
る
の
は
、
地

ご
し
ら
え
、
開
墾
準
備
、
害
虫

駆
除
、
焼
畑
が
目
的
の
場
合
で

す
。
火
入
れ
を
す
る
方
は
、
火

入
れ
の
10
日
前
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
農
林

課
、
各
支
所
に
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
課  

☎
52

・

９
２
８
３

児
童
手
当
の
申
請
漏
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

児
童
手
当
は
制
度
改
正
に
よ

り
、
令
和
６
年
10
月
分
か
ら
対

象
者
が
０
歳
か
ら
18
歳
の
誕
生

日
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の

児
童
（
高
校
生
年
代
）
を
養
育

し
て
い
る
方
に
拡
充
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
所
得
制
限
も
撤
廃

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
た
に
児
童
手
当
の
対
象
と

な
る
方
で
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
な
い
方
は
、
３
月
31
日

（
月
）
ま
で
に
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所

☎
53
・
３
１
１
７


